
北広島市政策評価実施要綱 

平成 23 年 4 月 20 日 

市長決裁 

 

 (目的) 

第 1 条 この要綱は、政策評価に関する基本的な事項を定めることにより、

評価の円滑な実施とその結果の適切な活用及び市民への情報提供を図り、

もって、社会経済状況の変化に対応した、より効果的かつ効率的な行政運

営の推進と市政に関する透明性を確保することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 事務事業  施策の目的を実現するために実施する具体的な個々の行

政活動をいう。 

(2) 施策 政策の目的を実現するための具体的な方策、対策であって、単

独または複数の事務事業で構成されるものをいう。 

(3) 政策評価  事務事業及び施策等を必要性、有効性、効率性及びその

他評価対象の特性に応じて必要な観点から、客観的に評価し、評価結果

を新たな政策などの企画立案に活用し、改革・改善を図ることをいう。 

(政策評価の対象) 

第 3 条 政策評価の対象は、次に掲げるものとする。 

(1) 事務事業 

(2) 施策 

(3) 補助金・交付金 

(4) その他市長が必要と認めるもの 

(政策評価の方法) 

第 4 条 政策評価は、次に掲げる手順に従い、毎年度実施するものとする。 

(1) 1 次評価 前条に規定する政策評価の対象を所管している担当部署

が行う評価をいう。 

(2) 2 次評価 北広島市内部評価委員会設置規程(平成 20 年北広島市訓

令第 3 号)に基づき、北広島市内部評価委員会が全庁的な観点から行う

評価をいう。 

(3) 外部評価 北広島市外部評価委員会設置条例(平成 21 年北広島市条

例第 19 号)に基づき、北広島市外部評価委員会が客観性の観点から行う

評価をいう。 

2 市長は、政策評価の実施にあたり、その対象、時期、評価項目、評価の

視点その他必要な事項について、担当部署に通知するものとする。 

(評価結果の公表) 

第 5 条 市長は、政策評価の結果を市民に毎年度公表するものとする。 



(評価結果の活用) 

第 6 条 政策評価の結果は、政策形成、総合計画、予算編成及び事務事業の

見直し等に活用するものとする。 

(その他) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、政策評価の実施に関し必要な事項は、

企画財政部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年 4 月 20 日から施行する。 


